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Ⅱ 定例事業等        
                   平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日 
１ 会議の開催 
（１）総 会  通常  総会   年１回  ６月開催 
        臨時 総会   必要が生じた場合 
（２）理事会  理 事 会   年８回  概ね隔月開催 

臨時理事会   必要が生じた場合 
（３）監査会          年１回  ４月開催 
（４）総務・広報委員会（公益法人制度改革対策）、適正処理委員会、表彰推薦委員会、 
建設産業廃棄物対策運営委員会、公共関与検討委員会、マニフェスト検討委員会、

災害対策検討委員会、医療廃棄物部会、中間処理・リサイクル部会、収集・運搬

部会、建設廃棄物部会、最終処分部会、青年部会    
━ 定例又は必要に応じて開催 ━ 

２ 調査研究事業 
 （１）災害廃棄物対策 
    ア 災害廃棄物の処理等に関する協定の周知 

（熊本県、熊本市及び市町村との協定） 
    イ 協会員の災害廃棄物処理体制に係るデータベース拡充 
       データベース：地域別（人員、車両、重機、処理施設等） 

ウ 災害廃棄物の適正処理に係る必要な情報システムの作成 
    エ 災害廃棄物処理に係る会議開催（市町村との協議） 
 （２）会員管理・調査事業 
     会員の部門別（許可期限、入退会、会費、表彰暦等）の情報をに一元的に管

理し、会員サービスの充実を図る。 
    ア 会員に対する許可期限のお知らせ（３カ月前から葉書による通知） 
      各県の産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の収集運搬業及び処分業の許可期 

限のお知らせ。 
    イ 産業廃棄物の処理に関する照会等への対応 
      排出事業者、産業廃棄物処理業者、会員、行政機関等からの照会や相談に 

対して回答や資料提供等を適切に対応する。 
 
３ 研修事業 
（１）廃棄物処理法及び関連法等に関する研修会の開催 
・会員レベルアップセミナー 
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 （２）産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会 
新規許可 開 催 日 開 催 場 所 

産業廃棄物 
（収運） 

 
７／２８～２９（２日間） 

 
熊本交通センターホテル 

産業廃棄物 
（処分） 

 
１／２４～２７（４日間） 

 
熊本交通センターホテル 

更新許可 開 催 日 開 催 場 所 

産業廃棄物 
（収集・運搬） 

５／２４（１日間） 
３／１（１日間） 

 
熊本交通センターホテル 

産業廃棄物 
（処分） 

 
１１／１６～１７（２日間） 

 
熊本交通センターホテル 

 
（３）特別管理産業廃棄物を排出する事業者の責任者講習会 
 開 催 日 開 催 場 所 
特別管理産業廃棄物 
管理責任者講習会 

 
３／２（１日間） 

 
熊本交通センターホテル 

 
４ 啓発普及事業  
（１）協会イメージアップ活動の推進 

ア 広報（協会ＣＭ制作・放映、ホームページの活用等）並びに環境保全対策 
事業 
イ 温暖化対策運動、緑化事業、清掃事業、環境関係フォーラム等への協賛 

（２）産業廃棄物処理施設・資源化技術総合展等の見学会 
 
５ 環境保全対策事業 
（１）行政機関との不法投棄対策会議 
（２）行政機関と合同の不法投棄パトロール調査及び不法投棄撤去事業 
（３）環境フェア等への出展や協賛 

 
６ 情報収集及び印刷物の発行事業 
（１）情報収集事業 
  ・行政機関との意見交換会 
（２）印刷物の発行事業 
ア くまもと産廃（協会会報）               年３回発行 
イ ニュースレター（ＦＡＸ版：協会簡易会報）      年４回発行 
ウ 産業廃棄物ハンドブック                
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エ 会員名簿                     
オ 産業廃棄物処分施設ＭＡＰ 
カ 熊本県産業廃棄物指導要綱 
キ 産業廃棄物啓発用カレンダー 
ク 有料図書の普及、斡旋 
                 

７ その他事業 
（１）行政機関、全国産廃連及び九州地域協議会等との連携事業 
（２）関係事業団等との連携交流事業 

 
８ 功労者等表彰 
（１）功労や貢献のあった協会員を行政機関、全国産業廃棄物連合会等へ表彰候補者 
として推薦する。 

 （２）協会独自に功労者の表彰を行う。 
 
９  福利厚生事業 
    協会ゴルフコンペ   


